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申請に対する処分の審査基準・標準処理期間　個票 

こども未来部保育課 

 
許認可等の内容 特定地域型保育事業者の確認

 
根拠法令等及び条項 子ども・子育て支援法第４３条第１項

 標

準

処

理

期

間

根拠条項

 
設定等年月日

令和　　年　　月　　日設定 

令和　　年　　月　　日最終変更

 
標準処理期間 　日

 

審

査

基

準

根拠条項 子ども・子育て支援法第４３条

 
参考事項

 
設定等年月日

平成２４年　８月２２日設定 

令和　７年１０月　１日最終変更

 【　基　準　】

 
第２９条第１項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保育事業を

行う者の申請により、地域型保育の種類及び当該地域型保育の種類に係る地域型

保育事業を行う事業所(以下「地域型保育事業所」という。)ごとに、第１９条　

第３号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員(事業所内保育の事業を行う　

事業所(以下「事業所内保育事業所」という。)にあっては、その雇用する労働者

の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育の事業を自ら施

設を設置し、又は委託して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども(当該事業所

内保育の事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体の構成員である事

業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等(児童福祉

法第６条の３第１２項第１号ハに規定する共済組合等をいう。)に係るものにあっ

ては共済組合等の構成員(同号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。)の監護

する小学校就学前子どもとする。以下「労働者等の監護する小学校就学前子ど

も」という。)及びその他の小学校就学前子どもごとに定める第１９条第３号に掲

げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。)を定めて、市町村長が行う。 

2 市町村長は、前項の規定により特定地域型保育事業(特定地域型保育を行う事業を

いう。以下同じ。)の利用定員を定めようとするときは、第７２条第１項の審議会そ

の他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあ

っては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなけれ

ばならない。
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